
○大野市水に関する学習研究施設管理運営規則  

令和元年１２月１９日  

規則第２２号  

（趣旨）  

第１条  この規則は、大野市水に関する学習研究施設設置条例（令和元年条例第３

１号。以下「条例」という。）第１３条の規定に基づき、大野市水に関する学習

研究施設（以下「学習研究施設」という。）の管理及び運営について必要な事項

を定めるものとする。  

（開館時間）  

第２条  学習研究施設の開館時間は、午前９時から午後４時までとする。ただし、

日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休

日（以下「祝日法による休日」という。）は、午前９時から午後５時までとする。  

２  市長は、必要と認めるときは、前項に規定する開館時間を変更することができ

る。  

（休館日）  

第３条  学習研究施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認め

るときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。  

(1) １２月１日から翌年の３月３１日までの期間の土曜日、日曜日及び祝日法に

よる休日（日曜日が祝日法による休日に当たるときは、その翌日）  

(2) １２月２７日から翌年の１月４日までの日  

(3) 館内整理の期間  

（利用許可）  

第４条  条例第６条第１項の規定により施設の利用の許可を受けようとするものは

大野市水に関する学習研究施設利用許可申請書（様式第１号。以下「許可申請書」

という。）を、同項の規定により許可の内容を変更しその許可を受けようとする

ものは大野市水に関する学習研究施設利用変更許可申請書（様式第２号。以下「変

更許可申請書」という。）を市長に提出しなければならない。  

２  市長は、前項の許可申請書又は変更許可申請書を受理したときは、その内容を

審査し、適当と認めるときは、大野市水に関する学習研究施設利用許可書（様式

第３号）又は大野市水に関する学習研究施設利用変更許可書（様式第４号）を申

請者に交付するものとする。  



（利用者の遵守すべき事項）  

第５条  利用の許可を受けたもの（以下「利用者」という。）は、次に掲げる事項

を遵守しなければならない。  

(1) 利用の許可を受けた場所以外に立ち入らないこと。  

(2) 許可を受けずに学習研究施設内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等

の提供、広告物の掲示等を行わないこと。  

(3) 許可を受けずに火気等を使用しないこと。  

(4) 許可を受けずに備え付けた備品等を移動しないこと。  

（入館の禁止等）  

第６条  市長は、学習研究施設内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼ

し、又はこれらのおそれのあるものの入館を禁止し、又はそのものの退館を命ず

ることができる。  

（損傷等の届出）  

第７条  学習研究施設を損傷し、又は滅失したものは、速やかに市長に届け出て、

その指示に従わなければならない。  

（管理上の立入り）  

第８条  市長は、学習研究施設の管理上必要があると認めるときは、利用の許可を

した場所に関係職員を立ち入らせることができる。  

（利用終了の届出）  

第９条  利用者は、施設の利用を終えたときは、速やかに係員に届け出なければな

らない。  

（原状回復の点検）  

第１０条  利用者は、条例第１１条第１項の規定により原状に回復したときは、市

長の点検を受けなければならない。  

（資料の貸出し）  

第１１条  図書及び文献等の資料（以下「資料」という。）の貸出しを受けようと

するものは、資料貸出許可申請書（様式第５号）を市長に提出しなければならな

い。  

２  市長が前項の申請を許可したときは、資料貸出許可書（様式第６号）を交付す

るものとする。  

（資料の寄贈）  



第１２条  学習研究施設に資料を寄贈しようとするものは、資料寄贈申込書（様式

第７号）を市長に提出しなければならない。  

２  市長は、提出された資料寄贈申込書に基づき審査し、寄贈の適否を判断するも

のとする。  

３  市長は、前項の資料の寄贈を受けたときは、資料受領書（様式第８号）を交付

するものとする。  

（その他）  

第１３条  この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。  

附  則  

（施行期日）  

１  この規則は、令和２年３月２２日から施行する。  

（大野市行政組織規則の一部改正）  

２  大野市行政組織規則（平成８年規則第２号）の一部を次のように改正する。  

〔次のよう〕略  



 



 



 



 



 



 



 



 



様式第１号（第４条関係）  

様式第２号（第４条関係）  

様式第３号（第４条関係）  

様式第４号（第４条関係）  

様式第５号（第１１条関係）  

様式第６号（第１１条関係）  

様式第７号（第１２条関係）  

様式第８号（第１２条関係）  

 


